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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの蛍光フィルム層を含む物品であって、
　前記蛍光フィルム層は、ポリカーボネートを含むポリマー基材と、０．０１重量パーセ
ント～１．５重量パーセントの少なくとも１種類のベンゾキサンテン染料及び０．０１重
量パーセント～１．５重量パーセントの少なくとも１種類のベンゾチアジン染料を含む蛍
光染料の混合物と、
　を含み、
　選択された蛍光色を有する、
　物品。
【請求項２】
　前記選択された蛍光色は、蛍光黄緑色である、
　請求項１に記載の物品。
【請求項３】
　前記選択された蛍光色は、次の座標：（ｘ＝０．３８７，ｙ＝０．６１０），（ｘ＝０
．４６０，ｙ＝０．５４０），（ｘ＝０．４２１，ｙ＝０．４８６）及び（ｘ＝０．３６
８，ｙ＝０．５３９）によって囲まれた“ｘ”及び“ｙ”色度座標を有する蛍光黄緑色で
ある、
　請求項１又は２に記載の物品。
【請求項４】
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　少なくとも１つの前記蛍光フィルム層は、該蛍光フィルム層の表面に配置された複数の
再帰反射性要素を有する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の物品。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の物品であって、
　第２の層を更に含み、
　前記第２の層の表面に複数の前記再帰反射性要素を有する、
　物品。
【請求項６】
　複数の前記再帰反射性要素は、複数のマイクロプリズム状の要素である、
　請求項４に記載の物品。
【請求項７】
　複数の前記再帰反射性要素は、カプセルレンズ型回帰反射性構造体を構成するように配
置されている、
　請求項４に記載の物品。
【請求項８】
　複数の前記再帰反射性要素は、レンズ封入型構造体を構成するように配置されている、
　請求項４に記載の物品。
【請求項９】
　複数の前記再帰反射性要素は、複数のマイクロプリズム状の要素である、
　請求項５に記載の物品。
【請求項１０】
　複数の前記再帰反射性要素は、カプセルレンズ型回帰反射性構造体を構成するように配
置されている、
　請求項５に記載の物品。
【請求項１１】
　複数の前記再帰反射性要素は、レンズ封入型構造体を構成するように配置されている、
　請求項５に記載の物品。
【請求項１２】
　前記物品は、屋外での使用に適した標識である、
　請求項４に記載の物品。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の物品であって、
　前記蛍光フィルム層を覆うキャップ層のポリマーフィルムを更に含んでおり、
　前記キャップ層は、アクリル樹脂、ポリアリレート樹脂又はこれらの組み合わせを含む
、
　物品。
【請求項１４】
　少なくとも一つのフィルム層を含む蛍光黄緑色の再帰反射物品であって、
　前記フィルム層は、ポリカーボネートを含むポリマー基材と、０．０１重量パーセント
～１．５重量パーセントの少なくとも１種類のベンゾキサンテン染料及び０．０１重量パ
ーセント～１．５重量パーセントの少なくとも１種類のベンゾチアジン染料を含む蛍光染
料の混合物と、
　を含む、
　物品。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのフィルム層は、その表面に配置された複数の再帰反射性要素を有
する、
　請求項１４に記載の物品。
【請求項１６】
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　耐久性のある色特性、蛍光特性のうち少なくとも１つ以上を呈する物品であって、
　ポリカーボネートを含むポリマー基材と、
　０．０１重量パーセント～１．５重量パーセントの少なくとも１種類のベンゾキサンテ
ン染料及び０．０１重量パーセント～１．５重量パーセントの少なくとも１種類のベンゾ
チアジン染料を含む蛍光染料の混合物と、
　を含んでおり、
　ヒンダードアミン光安定剤又は紫外線吸収剤を前記ポリマー基材に添加すること無しに
、自然暴露の際の色、自然暴露の際の蛍光のうち少なくとも１つ以上の保持が強化された
ことを呈する、
　物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は蛍光着色剤を有するポリカーボネート物品に関し、特に、光安定剤を用いるこ
となく優れた色耐久性を有する蛍光ポリカーボネート物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光染料をポリマー基材に組み込む物品は、標識、乗り物用マーキング、道路用マーキ
ングといった用途、ならびに、優れた視認性が、安全性、情報の流布、視認性、視覚信号
及び迅速な感知といった様々な理由から求められかつ有益である他の用途を含む様々な用
途において幅広く知られている。蛍光物質は非常に明るく、視認性を高めるものであって
、それは特に夜明け及び夕暮れにおいて顕著である。用途によっては、特定の色標準、特
定の耐久性標準のうち少なくとも１つ以上を満たし、またこれを維持することが重要であ
る。
【０００３】
　蛍光着色剤を含むこうしたポリマー系は、蛍光特性を呈するシートの形態に構成される
ことが多い。蛍光着色剤を備えるこうしたフィルムの特に好適な用途は、その物品の主要
な機能が表示（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）である場合の用途に関連している。交通安全の表示
及び情報の表示には、蛍光着色剤を有するフィルムが組み込まれることが知られており、
それにより表示の視認性が強化される。特定の種類の表示は、長期の屋外耐久性を有する
ことを必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　紫外線によって、着色剤、特に蛍光着色剤が劣化することがよく知られている。太陽光
又は紫外（ＵＶ）線にさらされた場合、蛍光着色剤は非常に急速に退色し得る。このこと
は、特に交通標識及び道路標識での用途において問題を生じさせ、なぜなら蛍光色の急速
な退色がその標識の寿命を非常に短くし得るからである。再帰反射シートといった蛍光物
品の紫外線耐久性を強化する過去の取り組みには、蛍光層の上又は前に紫外線遮蔽層を用
いることが含まれる。一般に、係る紫外線遮蔽層は、紫外線を吸収する化合物を透明なポ
リマー基材に溶かし、次に、蛍光色層の上にこの遮蔽層を配置することによって作られる
。しかしながら、こうした方法は、遮蔽層の紫外線吸収剤とその下の着色層の蛍光染料と
の間に、潜在的に良くない相互作用を考慮すること及び／又はこれに対処することに失敗
することが多い。紫外線の遮蔽は屋外での耐久性問題に対処することを目的とするが、い
くつかの問題が起こり得る。１つの懸念は、これらの遮蔽層に含まれる紫外線を吸収する
化合物が時間とともに浸出し得え、又は下にある蛍光層に拡散もしくは移動し得るという
ことである。この拡散は、実際に特定の場合に蛍光着色剤の退色を加速し得る。蛍光着色
剤の耐久性を強化するための他の方法には、ポリマー基材に蛍光着色剤と組み合わせてヒ
ンダードアミン系の光安定剤（ＨＡＬＳ）を使用することが含まれる。
【０００５】
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　これらの方法は、紫外線による退色の問題に対処する一方、可視光によって生じる退色
の問題には対処しない。可視光は、蛍光着色剤に対して紫外線よりも有害である場合も多
い。蛍光着色剤が可視光に影響されやすい場所において、紫外線安定剤と紫外線遮蔽層の
少なくとも一方の使用は、可視光による退色に対しては効果的でない。
【０００６】
　蛍光物品の蛍光特性の劣化を引き起こし得る他の要因には、蛍光着色剤の浸出、蛍光着
色剤自体の光の不安定性、蛍光着色剤同士の良くない相互作用の中から少なくとも１つ以
上、ポリマー基材、添加物、ポリマー中の不純物の中から少なくとも１つ以上が含まれる
。
【０００７】
　本発明によれば、目標の色要件を実現するように操作可能な蛍光色を実現すると共に特
に可視光に対しての光安定性を有する物品が提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施例において、本発明は少なくとも一の蛍光フィルム層を含んでおり、当該フィル
ム層は、ポリカーボネートを含むポリマー基材と、少なくとも一種のベンゾキサンテン染
料及び少なくとも一種のベンゾチアジン染料を含む蛍光染料の混合物とを含んでおり、こ
の物品は選択された蛍光色を有する。一実施例において、選択された蛍光色は、黄色及び
緑色の色座標が次のように規定される「ｘ」及び「ｙ」である：（ｘ＝０．３８７、ｙ＝
０．６１０），（ｘ＝０．４６０、ｙ＝０．５４０），（ｘ＝０．４２１、ｙ＝０．４８
６）又は（ｘ＝０．３６８、ｙ＝０．５３９）。
【０００９】
　本発明の別の実施例は、耐久性のある色特性、蛍光特性のうちの少なくとも１つ以上を
呈する物品であって、ポリカーボネートを含むポリマー基材と、当該ポリマー基材内に分
散された少なくとも一種のベンゾキサンテン染料及び少なくとも一種のベンゾチアジン染
料を含む蛍光染料の混合物と、を含んでおり、この物品は、ヒンダードアミン系光安定剤
又は紫外線吸収剤をポリマー基材に追加すること無しに、自然暴露の際の色、蛍光の保持
のうちの少なくとも１つ以上が強化されたことを呈する。
【００１０】
　本発明は、更に、上記の蛍光物品を含んでおりかつ複数の再帰反射性要素を有する再帰
反射シート材料に関する。かかる再帰反射シート材料は、再帰反射する道路標識を作るの
に用いる場合に特定の有用性が見られる。
【００１１】
　本発明の蛍光ポリカーボネート物品は、強化された蛍光耐久性及び色耐久性を呈し、な
お物品に組み込まれる周知の紫外線遮蔽層、紫外線安定剤のうちの少なくとも１つ以上を
使用する必要が無い。紫外線遮蔽層を省くことができるため、この遮蔽層からの紫外線吸
収剤の浸出又は移行（これにより、実際にポリマー基材の蛍光着色剤の退色を加速させ得
る）に関する問題が無い。極めて耐久性のある蛍光ポリカーボネート物品が望まれる場合
には、ポリカーボネート樹脂を保護するために紫外線遮蔽層を用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、黄色及び緑色で定義された色空間の領域を画定している色度図である。
【図２】図２は、再帰反射シートの実施例の横断面図であって、この再帰反射シートはこ
れに形成されたマイクロプリズム状の再帰反射性要素を有する。
【図３】図３は、蛍光層上にキャップ層を有する再帰反射シートの別の実施例の横断面図
である。
【図４】図４は、透明なマイクロプリズム状の再帰反射性要素上に着色フィルム層を有す
る再帰反射シートの別の実施例の横断面図である。
【図５】図５は、レンズ封入型の再帰反射シート材料の横断面図であって、蛍光フィルム
層が封入型レンズ構造体上に配置されている。
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【図６】図６は、カプセルレンズ型の再帰反射シート材料の横断面図であって、蛍光フィ
ルム層がカプセル型レンズ構造体上に配置されている。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の一実施例によれば、ポリカーボネートを含むポリマー基材を含む蛍光物品を提
供し、当該ポリカーボネート中にはベンゾチアジン着色剤及びベンゾキサンテン着色剤の
混合物が全体に分散している。
【００１４】
　ポリカーボネート成分は、ポリマー基材を構成している調合物の約９０重量パーセント
～約９９．９９重量パーセントの間である。各染料は、基材の調合物の総重量の約０．０
１重量パーセント～約１．５重量パーセントの間である。一実施例において、各染料は、
約０．０２重量パーセント～約１．０重量パーセントの間である。ポリマー基材として使
用される特に有用なポリカーボネートは、ビスフェノールＡポリカーボネート（例えばダ
ウ・ケミカル社から市販されているＣａｌｉｂｒｅ－３０２）である。
【００１５】
　ポリカーボネート基材のための着色剤系として、２種類の特定の染料の混合物が特に好
適であることが分かった。ベンゾキサンテン系及びベンゾチアジン系の染料がポリマー基
材に混ぜられる場合に、色耐久性を提供することが分かった。特に有用な蛍光ベンゾキサ
ンテン染料は、デイグロー社（ＤａｙＧｌｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から入手可能な
商品名「Ｌｕｍｏｆａｓｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ－１５０」である黄緑色の染料である。
【００１６】
　ベンゾチアジン系の染料が、黄緑色の蛍光色及び色度を提供するのに有用であることが
分かった。特に有用なベンゾチアジン染料は、デイグロー社から入手可能なＨｕｒｏｎ　
Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ－４１７である。この染料とベンゾキサンテン黄緑色との組み合わせに
より、黄緑色のシートのために業界標準に適合する色彩及び色度値になる。
【００１７】
　一実施例において、製造された物品の蛍光色は、次ぎに挙げた黄色及び緑色の色座標に
規定される「ｘ」及び「ｙ」を有する蛍光色である：（ｘ＝０．３８７、ｙ＝０．６１０
）（ｘ＝０．４６０、ｙ＝０．５４０）（ｘ＝０．４２１、ｙ＝０．４８６）又は（ｘ＝
０．３６８、ｙ＝０．５３９）。
【００１８】
　染料は、ポリカーボネート基材中に含まれる場合、優れた昼間発光を提供する。一実施
例において、ベンゾキサンテン染料は、基材の調合物の合計重量に基づき、約０．０１重
量パーセント～約１．５重量パーセントの範囲であってもよく、約０．０２重量パーセン
ト～約１．０重量パーセントであってもよく、約０．１重量パーセント～約１．０重量パ
ーセントの範囲の量で用いられてもよい。一実施例において、ベゾチアジン染料は、基材
の調合剤の合計重量に基づき、約０．０１重量パーセント～約１．５重量パーセントの範
囲であってもよく、約０．０１重量パーセント～約０．５重量パーセントであってもよく
、約０．０１重量パーセント～約０．１重量パーセントの範囲の量で用いられていてもよ
い。蛍光染料の重量は、シートの厚みと、特定の最終用途のための所望の色の強さに依る
。例えば、再帰反射物品は、この物品の再帰反射機能を著しく弱めてしまわない程度に蛍
光染料が透明であるべきことが一般的に必要である。
【００１９】
　再帰反射性能が望まれる場合、再帰反射シート産業の分野で周知の再帰反射性要素（例
えばコーナーキューブマイクロプリズム状要素又はガラス・ミクロスフェア）を物品内に
設けることができる。例えば、単純な構成では、複数のコーナーキューブマイクロプリズ
ム状の要素は、蛍光層の裏面に直接形成することができる。再帰反射物品が道路標識とし
て作られた場合、接近する車両のヘッドライトの光がこの構造体の正面からこの構造体に
入り、再帰反射性要素を通してこの車両のドライバーへ再帰反射される。
【００２０】
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　本発明の蛍光ポリカーボネート物品は、ポリカーボネート基材で使用される蛍光染料を
適当に選択することで、予想外に良好な蛍光及び色耐久性を有する。しかしながら、蛍光
及び色が、キセノンアーク暴露及び屋外曝露に対して良好な耐久性を呈する一方、ポリカ
ーボネート基材自体が劣化を受け得ることが知られている。
【００２１】
　ポリカーボネート基材をこのような劣化から保護するために、本発明の物品は、カバー
層又はキャップ層を任意に含んでいてもよい。キャップ層は、ポリカーボネート基材のた
めに耐摩耗性及び強化された耐候性を提供するポリマー基材を含んでいてもよい。一実施
例において、アクリレート・キャップ層が蛍光ポリカーボネートフィルム上に重ねられて
いる。このアクリレート・キャップ層はポリカーボネート樹脂を劣化から保護する。キャ
ップ層は、それ自体が紫外線の吸収体であるポリマーを含むことができる。ポリアリレー
ト基材がこの点に関して好適である。ポリアリレート樹脂は、キャップ層を形成するため
に、ポリアクリル樹脂と組み合わせて使用してもよい。キャップ層は光安定剤を含んでも
よいし含まなくてもよい。
【００２２】
　蛍光物品は、周知のフィルム製造法（例えば押出成形、カレンダリング又は鋳造）のい
ずれによっても構成することができる。一実施例において、蛍光再帰反射物品を製造する
方法が提供され、この方法は、ポリカーボネートを含むポリマー基材を、少なくとも一種
のベンゾキサンテン染料及び少なくとも一種のベンゾチアジン染料を含む蛍光染料の混合
物と組み合わせる工程と、再帰反射物品を製造するために、蛍光染料を備える前記ポリマ
ー基材を用いる工程と、を備える。
【００２３】
　蛍光黄緑色の染料の混合物を備えるポリマー基材は、再帰反射シートの製造に使用する
ために、適切なフィルムに形成することができる。かかるフィルムは、公知のガラスビー
ズ型又はコーナーキューブマイクロプリズム型の再帰反射シート構造体のいずれかに組み
込むことができる。かかるシートの特に有用な実施例は、コーナーキューブマイクロプリ
ズム型の再帰反射シートの形態である。コーナーキューブマイクロプリズム型の再帰反射
シートの製造のための好適な方法は、本願譲受人に譲渡された米国特許第４，４７８，７
６９号、４，４８６，３６３号及び４，６０１，８６１号に開示されており、全体として
本明細書に組み込まれている。しかしながら、当業者は、他に多くの製造方法が存在する
ことを認識するであろう。このような実施例では、本発明の蛍光フィルムが単体で用いら
れても、複合再帰反射物品を形成するために他の層と共に用いられてもよい。例えば、キ
ャップ層を係るシート構造体の前面上に配置することができる。
【００２４】
　図２は、本発明によって製造された再帰反射シート１０の横断面図を示している。直線
９０は、再帰反射シート１０の前面に入り、再帰反射される光線の経路を示している。黄
緑色の蛍光色層１２は、その１つの表面に直接形成された再帰反射コーナーキューブ要素
１４を有する。直線９０は、再帰反射シート１０の前面に入り、コーナーキューブ要素１
４によって再帰反射され、この前面を通して戻る光線の経路を示している。図３は、別の
実施例を示しており、任意のキャップ層１６がコーナーキューブ要素１４を有する表面の
反対側に配置されており、任意の結合層（タイ層）１８が、キャップ層１６と黄緑色の蛍
光色層１２との間に配置されている。
【００２５】
　図４は、本発明によって製造された再帰反射シート２０の別の実施例の横断面図を示し
ており、直線９０は、再帰反射シート２０の前面に入り、この再帰反射シート２０によっ
て再帰反射される光線の経路を示す。再帰反射性要素２４はフィルム２１の表面に形成さ
れ、無色であってもよい。黄緑色の蛍光色層２２は、再帰反射性要素２４の反対側にフィ
ルム２１の側面に沿って配置されている。任意のキャップ層２６は、黄緑色の蛍光色層２
２の前面上に配置される。任意の結合層（図示せず）は、フィルム２１と蛍光色層２２と
の間、もしくは蛍光色層２２とキャップ層２６との間、又は両方に配置することができる



(7) JP 4923279 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

。本発明の蛍光黄緑色のフィルムを組み込んだ他の多層シート構造体も、当業者にとって
は明らかであろう。本発明の蛍光カラーフィルムは、再帰反射性シートの製造において表
面フィルムとして用いることもでき、この再帰反射性要素は、マクロスフェアであって、
例えば米国特許第２，４０７，６８０号（Ｐａｌｍｑｕｉｓｔ）において教示されたレン
ズ封入型再帰反射性シート、及び、米国特許第３，１９０，１７８号（ＭｃＫｅｎｚｉｅ
）において教示されたカプセルレンズ型再帰反射シートなどである。
【００２６】
　図５は、蛍光フィルムを、レンズ封入型再帰反射シート物品３０にどのように組み込む
ことができるかについて示している。レンズ封入型再帰反射シートは、公知技術であり、
米国特許第２，４０７，６８０号（Ｐａｌｍｑｕｉｓｔ）に教示されている。この技術は
、レンズ（例えば、平坦かつ透明なカバーフィルムを用いてシート構造体に埋め込まれる
ガラス・マイクロスフェア）を組み込むことができるものである。図５の実施例において
、ガラス・マイクロスフェア３４は、蛍光層３２に埋め込まれている。鏡面的に反射する
層３７は、公知技術によって設けられており、例えば、これは真空蒸着したアルミニウム
であってもよい。この封入型レンズ構造体の再帰反射特性は、簡略化された二次元の矢印
で示される光線経路によって図示されており、この経路は、任意のキャップ層３６及び蛍
光層３２を通過してマイクロスフェアを通過し、媒体３８を通過して戻るように示されて
いる。
【００２７】
　図６は、蛍光フィルムをカプセルレンズ型再帰反射物品４０にどのように組み込むこと
ができるかについて示している。カプセルレンズ型シート再帰反射物品の特徴及び構造は
周知である。ガラス・マイクロスフェアといったレンズの単層が、バインダー層４８に部
分的に埋め込まれ、密閉されたセル内にレンズをカプセル状に封入されるようにフィルム
をバインダー層４８に封着する。図示した実施例では、ガラス・マイクロスフェア４４は
、バインダー層４８に埋め込まれている。蛍光層４２は、レンズを密閉するために、バイ
ンダー層４８に封着される。任意のキャップ層４６を、蛍光層４２の上に重ねてもよい。
図示されたガラス・マイクロスフェア４４は、矢印で図示された光路によって示されるパ
ターンに従って反射をなすために、それ自体に反射面４７を有する。
【００２８】
　本発明の蛍光黄緑色の再帰反射シートは、高速道路（ハイウェイ）標識、建設工事ゾー
ン用のポール又はコーン、反射テープ、反射性安全服、舗装道路用マーカー、商業的な表
示のための反射物等の物品において用いることができる。これらの実施例のそれぞれは、
少なくとも一種のベンゾキサンテン染料及び少なくとも一種のベンゾチアジン染料の黄緑
色の染料混合物を組み込んだポリマー基材を含んでおり、これらの染料は、ポリマー基材
に可溶であって、完成した蛍光黄緑色の物品は、図１に示された領域内に色度座標を有す
る。
【００２９】
　以下の実施例は、例示の目的のみに提供されており、添付の請求の範囲に記載の本発明
の範囲を制限することを目的としない。
【実施例】
【００３０】
　各々の実施例の蛍光物品の調合物は、Ｃ．Ｗ．ブラベンダー・プラスチ・コーダー・プ
レプ・ミキサー(Ｂｒａｂｅｎｄｅｒ　Ｐｌａｓｔｉ－Ｃｏｒｄｅｒ Ｐｒｅｐ－Ｍｉｘｅ
ｒ)（ニュージャージー州ハッケンサックのＣ．Ｗ．　Ｂｒａｂｅｎｄｅｒ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ，　Ｉｎｃ．によって製造される）を使用して、ポリマー樹脂と蛍光着色剤
とを溶融混合し、次に、加熱されたプラテンプレスを使用して約６ミルの薄膜（フィルム
）に加工することによって作られる。使用される混合温度は、約２４５～２６０℃の範囲
である。このブラベンダーの速度は１００回転数／分であって、使用される練混ぜ時間は
約３～６分の範囲である。次に、加工されたフィルムは周知のマイクロ複製工程によって
、再帰反射シートに作られる。



(8) JP 4923279 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

【００３１】
　再帰反射サンプルを作成した後に、各サンプルは、キセノンアーク促進暴露試験機に置
かれ、色測定が機械的になされる。キセノンアーク暴露のために使用される試験方法は、
ＡＳＴＭ　Ｇ２６－９０（第１．３．１節）で概説されている。ホウ珪酸塩の内側フィル
ター及び外側フィルターが用いられ、照射量は３４０ナノメートルで０．３５Ｗ／ｍ2に
セットされる。色測定は、Ｈｕｎｔｅｒ　Ｌａｂ　ＬＳ６０００計測器を用いてなされ、
Ｄ６５光源２度視野及び０／４５度の幾何学的構成を用いてなされる。退色及び色ずれの
程度を確定するために、色差ＣＩＥ　ΔＥが、促進暴露の後の色測定を暴露の前の初期測
定と比較するために算出される。色差ＣＩＥ　ΔＥの値が小さい場合は、色の違いが小さ
いことを示す。約２又は３の値は、人間の目でかろうじて検知可能である。
【００３２】
　（実施例１）この実施例は、二種の蛍光染料をポリカーボネートと混ぜ合わせることに
よって所望の蛍光色を達成することができることを示す（すなわちベンゾキサンテン及び
ベンゾチアジン・フィルム）。サンプル１－１は、ポリカーボネートと０．２％のＬｕｍ
ｏｆａｓｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ１５０蛍光黄緑色染料の混合物である。サンプル１－２は
、ポリカーボネートと０．０５％のＨｕｒｏｎ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ－４１７と、１．５％
の混合である。サンプル１－３は、ポリカーボネートと、０．２％のＬｕｍｏｆａｓｔ　
Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ１５０と、０．０５％のＨｕｒｏｎ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ４１７を混合し
たフィルムである。周知のエンボス技術を用いることによって、上記の未加工のフィルム
は再帰反射道路標識シートに加工される。エンボス工程によって、複数のコーナーキュー
ブマイクロプリズム要素が、蛍光フィルムの裏面に直接形成される。次に、完成した再帰
反射シートが、エンボス加工したフィルム上に白い裏地のフィルムを積層することによっ
て作られる。個々のフィルムの結果的な色度座標及び全体の発光率Ｙ（％）を、表１及び
図１に示す。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　表１及び図１の結果は、二種の蛍光染料と混合したポリカーボネート（すなわちポリカ
ーボネート／ベンゾキサンテン／ベンゾチアジン・フィルム）から作られる再帰反射シー
トの全体の発光率（Ｙ）及び色度を色空間内部の所望の位置に調整することができること
を示す。この結果は、ポリカーボネートとベンゾキサンテン染料（Ｌｕｍｏｆａｓｔ　Ｄ
－１５０）との混合物が、それ自体では蛍光黄緑色の再帰反射シートに所望の全体の発光
率（Ｙ）及び色を備えるのに適していないことも示す。
【００３５】
　（実施例２）この実施例は、蛍光染料混合物を有するポリカーボネートの耐久性を示す
。サンプル２－１は、ポリカーボネート及び０．０６％のＨｕｒｏｎ　Ｄ－４１７の混合
物である。サンプル２－２は、ポリカーボネートと、０．２％のＬｕｍｏｆａｓｔ　Ｙｅ
ｌｌｏｗ　Ｄ１５０と、０．０５％のＨｕｒｏｎ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｄ４１７の混合物であ
る。ポリカーボネートを劣化から保護するために、透明なアクリル・フィルムが、着色さ
れたポリカーボネートの上に用いられる。促進暴露の結果を、表２に示す。
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【００３６】
【表２】

【００３７】
　表２の結果は、蛍光染料混合物を有するポリカーボネートからなる蛍光黄緑色のポリカ
ーボネートが、単体の染料Ｄ－４１７の耐久性と比較して蛍光特性の耐久性を劇的に高め
たことを示す。
【００３８】
　以上、本発明を実施例と共に説明してきたが、本明細書を読めば当業者にはその様々な
変更態様も明らかであることが理解されよう。従って、本明細書において記載された本発
明が、係る変更態様も、添付の請求の範囲に範疇に属し、その実質的的なものではないバ
リエーションも含まれることが理解されよう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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